
◆
筑
後
市
部
設
置
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い

て

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈

４
月
か
ら
の
機
構
改
革
に
伴

う
も
の
で
す
。

◆
筑
後
市
附
属
機
関
の
設
置
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、

新
た
に
協
議
会
・
審
査
会
を
設

置
す
る
も
の
で
す
。

◆
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈

嘱
託
職
員
に
対
し
て
、
通
勤

費
相
当
分
の
費
用
弁
償
を
行
う

も
の
で
す
。

◆
筑
後
市
長
、
助
役
及
び
教
育

長
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て﹇

全
員
賛
成
　
修
正
案
可
決
﹈

本
条
例
に
つ
い
て
は
、「
全

部
修
正
」
が
提
案
さ
れ
、
可
決

し
ま
し
た
。

◆
筑
後
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈

「
調
整
手
当
」
を
廃
止
し
、

「
地
域
手
当
」
を
新
設
す
る
も

の
で
す
。「
地
域
手
当
」
に
つ
い

て
は
、
筑
後
市
が
国
家
公
務
員

の
支
給
対
象
地
域
で
な
い
こ
と

か
ら
、
支
給
対
象
地
域
に
派
遣

さ
れ
る
場
合
の
み
支
給
さ
れ
る

も
の
で
す
。

◆
筑
後
市
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て

﹇
賛
成
多
数
　
原
案
可
決
﹈

法
律
の
改
正
に
伴
っ
て
給
付

額
が
増
加
す
る
と
見
込
ま
れ
る

た
め
、
保
険
料
を
増
額
す
る
と

と
も
に
、
区
分
を
現
行
の
５
段

階
か
ら
６
段
階
に
す
る
も
の
で

す
。

◆
筑
後
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
設
置
条
例
制
定
に
つ
い
て

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈

健
康
づ
く
り
課
の
フ
ロ
ア
に

「
筑
後
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
」
を
設
置
す
る
も
の
で
す
。

◆
筑
後
市
立
病
院
居
宅
介
護
支

援
事
業
所
設
置
条
例
制
定
に
つ

い
て

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈

病
院
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る

「
筑
後
市
在
宅
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー
」
の
業
務
内
容
の
変
更
に

伴
う
も
の
で
す
。

◆
筑
後
市
介
護
保
険
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
等
資
金
貸
付
基
金

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

制
定
に
つ
い
て

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
う

文
言
の
修
正
で
す
。

◆
筑
後
市
障
害
程
度
区
分
審
査

会
の
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る

条
例
制
定
に
つ
い
て

﹇
賛
成
多
数
　
原
案
可
決
﹈

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
に

よ
り
６
人
か
ら
な
る
審
査
会
を

設
置
す
る
も
の
で
す
。

◆
筑
後
市
重
度
心
身
障
害
者
医

療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て﹇

全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈

筑
後
市
在
住
の
方
が
市
外
の

施
設
に
入
所
し
て
も
支
給
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
で

す
。

◆
筑
後
市
公
園
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈

江
口
地
区
に
「
二
川
み
ん
な

の
公
園
」
が
完
成
し
た
た
め
で

す
。

◆
筑
後
市
下
水
道
条
例
制
定
に

つ
い
て﹇

賛
成
多
数
　
原
案
可
決
﹈

10
月
か
ら
一
部
供
用
開
始
予

定
の
た
め
、
使
用
料
を
は
じ
め

管
理
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
で
す
。

◆
筑
後
市
下
水
道
事
業
受
益
者

負
担
金
条
例
制
定
に
つ
い
て

﹇
賛
成
多
数
　
原
案
可
決
﹈

加
入
時
の
み
支
払
う
負
担
金

に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
す
。

◆
筑
後
市
国
民
保
護
協
議
会
条

例
制
定
に
つ
い
て

﹇
賛
成
多
数
　
原
案
可
決
﹈

一
般
的
に
は
「
国
民
保
護
法
」

と
言
わ
れ
て
い
る
「
武
力
攻
撃

事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護

の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
」
に
基
づ
き
、
筑
後
市
が

「
保
護
計
画
」
を
作
成
す
る
に

当
た
っ
て
、
諮
問
す
る
協
議
会

を
設
置
す
る
も
の
で
す
。

◆
筑
後
市
国
民
保
護
対
策
本
部

及
び
筑
後
市
緊
急
対
処
事
態
対

策
本
部
条
例
制
定
に
つ
い
て

﹇
賛
成
多
数
　
原
案
可
決
﹈

国
民
保
護
法
で
設
置
が
義
務

付
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

◆
筑
後
市
立
病
院
事
業
の
設
置

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

﹇
全
員
賛
成
　
原
案
可
決
﹈

久
留
米
大
学
病
院
が
国
の
指

定
を
受
け
て
設
置
し
て
い
た
『
第

二
種
感
染
症
病
床
「
腸
チ
フ
ス

平
成
18
年
第
20
回
定
例
会
（
３
月
定
例
会
）
は
、
３
月
３
日
に
招

集
さ
れ
、
３
月
24
日
ま
で
の
22
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

本
定
例
会
で
は
、
41
議
案
が
可
決
成
立
し
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成

18
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
一
部
修
正
の
う
え
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
、
筑
後
市
議
会
で
は
初
め
て
の
試
み
と
な
る
「
予
算
特
別
委

員
会
（
委
員
長
村
上
知
巳
議
員
）」
が
設
置
さ
れ
、
３
日
間
で
集
中

的
に
予
算
審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

条
　
　
例
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